
議案第18号 

   朝来市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について 

 朝来市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和２年２月27日提出 

朝来市長 多 次 勝 昭  

提案理由要旨 

水道法の一部を改正する法律（平成30年法律第92号）の施行による指定給水装置工事

事業者指定の更新制の導入に伴い、水道法（昭和32年法律第177号）第16条の２第１項

の指定及び同法第25条の３の２第１項の指定の更新をする際に申請者から手数料を徴

収するため、所要の条例整備をしようとするものです。 

 



朝来市条例第 号 

   朝来市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

朝来市水道事業給水条例（平成17年朝来市条例第219号）の一部を次のように改正

する。 

 目次中「及び負担金」を「、負担金及び手数料」に改める。 

 第２条中「朝来市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例」を「朝来市公

営企業の設置等に関する条例」に改める。 

 第５条第２項中「必要」を「必要がある」に改める。 

 第６条中「特に必要があると認めた」を「必要があると認める」に改める。 

 第９条第２項ただし書中「特別の理由」を「必要」に改める。 

 第12条中「必要と認めた」を「必要があると認める」に改める。 

 第13条第１項第３号中「必要と認めた」を「必要があると認める」に改め、同条第２

項中「認めた」を「認める」に改める。 

 第17条第２項ただし書中「必要と認めた」を「必要があると認める」に改める。 

 第４章の章名中「及び負担金」を「、負担金及び手数料」に改める。 

第25条第３項ただし書中「特に認めた」を「必要があると認める」に改め、同条の次

に次の１条を加える。 

 （手数料） 

第25条の２ 管理者は、次の各号に掲げる者の区別に応じ、それぞれ当該各号に定める

手数料を徴収する。 

(1) 法第16条の２第１項の指定を受ける者 申請１件につき10,000円 

(2) 法第25条の３の２第１項の指定の更新を受ける者 申請１件につき10,000円 

２ 前項の規定による手数料の徴収は、同項に掲げる指定又は更新に係る申請の際に行

う。 

３ 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この

限りでない。 

第26条の見出し中「負担金等」を「負担金及び手数料」に改め、同条中「その他特別

の理由があると認めた」を「必要があると認める」に、「負担金等」を「負担金及び手

数料」に改める。 

 第27条中「認めた」を「認める」に改め、「措置を」の次に「講ずることを」を加え

る。 

第30条中「認めた」を「認める」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第18号資料 

朝来市水道事業給水条例新旧対照表 

現     行 改  正  後 

目次 目次 

第４章 料金及び負担金（第19条―第26

条） 

第４章 料金、負担金及び手数料（第19

条―第26条） 

（給水区域） （給水区域） 

第２条 水道事業の給水区域は、朝来市

水道事業及び工業用水道事業の設置等

に関する条例（平成17年朝来市条例第2

17号）に定めるとおりとする。 

第２条 水道事業の給水区域は、朝来市

公営企業の設置等に関する条例（平成1

7年朝来市条例第217号）に定めるとお

りとする。 

（給水装置の新設等の申込み） （給水装置の新設等の申込み） 

第５条（略） 第５条（略） 

２ 前項の申込みがあった場合におい

て、管理者が必要と認めるときは、当該

工事に関する利害関係人の同意書等の提

出を求めることができる。 

２ 前項の申込みがあった場合におい

て、管理者が必要があると認めるとき

は、当該工事に関する利害関係人の同意

書等の提出を求めることができる。 

３、４（略） ３、４（略） 

（新設等の費用負担） （新設等の費用負担） 

第６条 給水装置の新設、改造、修繕又

は撤去に要する費用は、当該給水装置を

新設、改造、修繕又は撤去をする者の負

担とする。ただし、管理者が特に必要が

あると認めたときは、市においてその費

用を負担することができる。 

第６条 給水装置の新設、改造、修繕又

は撤去に要する費用は、当該給水装置を

新設、改造、修繕又は撤去をする者の負

担とする。ただし、管理者が必要がある

と認めるときは、市においてその費用を

負担することができる。 

（給水装置の変更等の工事） （給水装置の変更等の工事） 

第９条（略） 第９条（略） 

２ 前項の規定による工事費は、その必

要を生じさせた者の負担とする。ただ

し、管理者が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。 

２ 前項の規定による工事費は、その必

要を生じさせた者の負担とする。ただ

し、管理者が必要があると認めるとき

は、この限りでない。 

（給水装置の所有者の代理人） （給水装置の所有者の代理人） 

第12条 給水装置の所有者が、市内に居

住しないとき、又は管理者が必要と認め

たときは、給水装置の所有者に対し、こ

の条例に定める事項を処理させるため、

市内に居住する代理人を選定して、管理

者に届け出なければならない。 

第12条 給水装置の所有者が、市内に居

住しないとき、又は管理者が必要がある

と認めるときは、給水装置の所有者に対

し、この条例に定める事項を処理させる

ため、市内に居住する代理人を選定し

て、管理者に届け出なければならない。 

（代表者の選定） （代表者の選定） 

第13条 水道の使用等に関する事項を処

理させるため、次の各号のいずれかに該

当する者は、連署の上、代表者を選定

し、市長に届け出なければならない。 

第13条 水道の使用等に関する事項を処

理させるため、次の各号のいずれかに該

当する者は、連署の上、代表者を選定

し、市長に届け出なければならない。 



- 111 -  

 (1)、(2)（略）  (1)、(2)（略） 

(3) その他管理者が必要と認めた者 (3) その他管理者が必要があると認め

る者 

２ 管理者は、前項の代表者を不適当と

認めたときは、変更させることができ

る。 

２ 管理者は、前項の代表者を不適当と

認めるときは、変更させることができ

る。 

（水道使用者等の管理上の責任） （水道使用者等の管理上の責任） 

第17条（略） 第17条（略） 

２ 前項において修繕を必要とするとき

は、その修繕に要する費用は、水道使用

者等の負担とする。ただし、管理者が必

要と認めたときは、これを徴収しないこ

とができる。 

２ 前項において修繕を必要とするとき

は、その修繕に要する費用は、水道使用

者等の負担とする。ただし、管理者が必

要があると認めるときは、これを徴収し

ないことができる。 

３（略） ３（略） 

第４章 料金及び負担金 第４章 料金、負担金及び手数料 

（負担金） （負担金） 

第25条（略） 第25条（略） 

２（略） ２（略） 

３ 既納の負担金は、還付しない。ただ

し、管理者が特に認めたときは、この限

りでない。 

３ 既納の負担金は、還付しない。ただ

し、管理者が必要があると認めるとき

は、この限りでない。 

 （手数料） 

第25条の２ 管理者は、次の各号に掲げ

る者の区別に応じ、それぞれ当該各号

に定める手数料を徴収する。 

(1) 法第16条の２第１項の指定を受け

る者 申請１件につき10,000円 

(2) 法第25条の３の２第１項の指定の

更新を受ける者 申請１件につき

10,000円 

２ 前項の規定による手数料の徴収は、

同項に掲げる指定又は更新に係る申請

の際に行う。 

３ 既納の手数料は、返還しない。ただ

し、管理者が必要があると認めるとき

は、この限りでない。 

（料金、負担金等の減免） （料金、負担金及び手数料の減免） 

第26条 管理者は、公益上その他特別の

理由があると認めたときは、料金、負担

金等を減額し、又は免除することができ

る。 

第26条 管理者は、公益上必要があると

認めるときは、料金、負担金及び手数料

を減額し、又は免除することができる。 

（給水装置の検査等） （給水装置の検査等） 

第27条 管理者は、水道の管理上必要が

あると認めたときは、給水装置を検査

第27条 管理者は、水道の管理上必要が

あると認めるときは、給水装置を検査
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し、水道使用者等に対し適当な措置を指

示することができる。 

し、水道使用者等に対し適当な措置を講

ずることを指示することができる。 

（給水装置の切離し） （給水装置の切離し） 

第30条 管理者は、次の各号のいずれか

に該当する場合で、水道の管理上必要が

あると認めたときは、給水装置を切り離

すことができる。 

第30条 管理者は、次の各号のいずれか

に該当する場合で、水道の管理上必要が

あると認めるときは、給水装置を切り離

すことができる。 

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在

が不明で、かつ、給水装置の使用者が

ないとき。 

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在

が不明で、かつ、給水装置の使用者が

ないとき。 

(2) 給水装置が、廃止の状態にあって

将来使用の見込みがないと認めたと

き。 

(2) 給水装置が、廃止の状態にあって

将来使用の見込みがないと認めると

き。 

 


